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 証券コード 3857 
 平成21年10月28日 

株 主 各 位  

東京都港区東新橋一丁目５番２号 

 

代表取締役社長 三 柴  元

臨時株主総会招集ご通知 

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。 

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご

出席くださいますようご通知申しあげます。 
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権

行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成21年11月11日（水曜日）

午後５時45分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。 

敬 具 
記 

１．日   時  平成21年11月12日（木曜日）午前10時 

２．場   所  東京都中央区日本橋箱崎町16番９号 Ａ＆Ｉ箱崎ビル 

ラックホールディングス株式会社 箱崎オフィス ４階会議室 

（会場が第２回定時株主総会と異なっておりますので、末尾の 

「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。） 

３．目 的 事 項 

＜決 議 事 項＞ 

第１号議案 定款一部変更の件 

第２号議案 募集株式発行の件 

第３号議案 資本金の額および資本準備金の額の減少（その他資本剰余金

の増加）の件 

 
以 上 

                                     

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出

くださいますようお願い申しあげます。 

なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェ

ブサイト（アドレス http://www.lachd.co.jp）に掲載させていただきます。 
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株主総会参考書類 

 

第１号議案 定款一部変更の件 

１．変更の理由 

 長期借入金の一部返済による負債の削減および自己資本の増強による財務

基盤の強化を図るとともに、長期にわたる安定的かつ機動的な運転資金を確

保し、当社グループとしての積極的な事業推進および展開を迅速かつ効率的

に行うための必要な資金を調達することを目的としてＡ種優先株式（以下

「本優先株式」という。）の発行を可能とするために、本優先株式に関する

定款規定を新設するとともに、その他の文言の修正および追加等、所要の変

更を行うものであります。 

２．変更の内容 

 変更の内容は次のとおりであります。 

 なお、現行定款中変更のない条文の記載は省略しております。 
 （下線は変更部分を示します。） 
 

現 行 定 款 変 更 案 

第２章 株式 第２章 株式 

（発行可能株式総数） （発行可能株式総数） 

第５条 当会社の発行可能株式総数は、１

億株とする。 

第５条 当会社の発行可能株式総数は、１

億株とし、当会社の発行可能種類

株式総数は次のとおりとする。 

 (1) 普通株式   １億株 

 (2) Ａ種優先株式  10株 

（募集株式の発行） （募集株式の発行） 

第６条 当会社が募集株式を発行する場合

は、その募集株式の数の上限を定

時株主総会が決議し、その他の募

集事項の決定については、取締役

会が決議するものとする。 

第６条 当会社が募集株式を発行する場合

は、その募集株式の数の上限を株

主総会が決議し、その他の募集事

項の決定については、取締役会が

決議するものとする。 

（単元株式数） （単元株式数） 

第８条 当会社の１単元の株式数は、100

株とする。 

第８条 当会社の普通株式の１単元の株式

数は、100株とする。 
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現 行 定 款 変 更 案 

（新設） 第２章の２ Ａ種優先株式 

（新設） （Ａ種優先株主への剰余金の配当） 

 第13条の２ 当会社は、第49条に定める期

末配当金の支払いとしての剰

余金の配当（以下「期末配

当」という。）を行うとき

は、各事業年度末日の最終の

株主名簿に記載または記録さ

れたＡ種優先株式を有する株

主（以下「Ａ種優先株主」と

いう。）またはＡ種優先株式

の登録株式質権者（以下「Ａ

種優先登録株式質権者」とい

う。）に対し、各事業年度末

日の最終の株主名簿に記載ま

たは記録された普通株式を有

する株主（以下「普通株主」

という。）または普通株式の

登録株式質権者（以下「普通

登録株式質権者」という。）

に先立ち、Ａ種優先株式１株

につき次項に定める額の配当

金（以下「Ａ種優先配当金」

という。）を支払う。ただ

し、当該事業年度において第

３項に定めるＡ種優先中間配

当金を支払ったときは、当該

Ａ種優先中間配当金を控除し

た額とする。 
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現 行 定 款 変 更 案 

 ２ ある事業年度についてのＡ種

優先株式１株あたりのＡ種優

先配当金の額は、Ａ種優先株

式１株あたりの払込金額（以

下「払込金額」という。）に

9.80％を乗じて算出した金額

（以下「Ａ種優先配当金額」

という。）とする。ただし、

１年に満たない事業年度につ

いては、Ａ種優先配当金額

は、払込金額に9.80％を乗じ

て算出した額を、当該事業年

度の日数で日割り計算した額

（１年を365日と仮定して計

算し、円位未満を切り捨て

る。以下、当該１年に満たな

い事業年度終了日現在におけ

る日割配当額を「経過済日割

配当額」という。）とする。

なお、Ａ種優先株式の払込期

日を含む事業年度について

は、Ａ種優先配当金額は、払

込金額に9.80％を乗じて算出

した額を、当該払込期日から

当該事業年度終了日までの日

数で日割り計算した額（１年

を365日と仮定して計算し、

円位未満を切り捨てる。）と

する。 
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現 行 定 款 変 更 案 

 ３ 当会社は、第50条に定める剰

余金の配当（以下「中間配

当」という。）を行うとき

は、当年９月末日の最終の株

主名簿に記載または記録され

たＡ種優先株主またはＡ種優

先登録株式質権者に対し、当

年９月末日の最終の株主名簿

に記載または記録された普通

株主または普通登録株式質権

者に先立ち、前項に定めるＡ

種優先配当金額の２分の１を

限度として、取締役会の決議

で定める金額のＡ種優先中間

配当金（以下「Ａ種優先中間

配当金」という。）を支払う

ものとする。 



 

－  － 
 

 

 

 

 

 

 

 

(6) ／ 2009/10/14 14:22 (2009/10/14 14:22) ／ wk_09607175_02_osxラックホールディングス様_臨時招集_参考書類_P.doc 

6

現 行 定 款 変 更 案 

 ４ ある事業年度における剰余金

の配当としてＡ種優先株主ま

たはＡ種優先登録株式質権者

に対して支払うＡ種優先株式

１株当たりの剰余金の配当

（中間配当を含む。）の額が

第２項に定めるＡ種優先配当

金額に達しないときは、その

不足額（以下「未払配当金」

という。）は翌事業年度以降

に累積し、当該事業年度の翌

事業年度の初日（以下「累積

基準日」という。）（同日を

含む。）以降、実際に累積し

た不足額（以下「累積未払配

当金」という。）の全部が支

払われた日（以下「累積支払

日」という。）（同日を含

む。）まで、次の算式に従っ

て、年率9.80％の利率で１年

毎の複利計算により計算す

る。なお、累積未払配当金に

ついては、当該翌事業年度以

降、Ａ種優先配当金、Ａ種優

先中間配当金ならびに普通株

主および普通登録株式質権者

に対する剰余金の配当に先立

ち、Ａ種優先株主またはＡ種

優先登録株式質権者に対して

配当する。 

 累積未払配当金＝未払配当金

×（１＋0.098）ｍ＋（ｍ’÷365） 
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現 行 定 款 変 更 案 

 なお、累積基準日（同日を含

む。）から累積支払日（同日

を含む。）までの日数を「ｍ

年とｍ’日」とする。ただ

し、累積支払日までの間に累

積未払配当金の一部が支払わ

れた場合（以下、累積支払日

までの間に支払われた累積未

払配当金を「支払済累積未払

配当金」という。）には、次

の算式に従って計算される金

額を累積未払配当金から控除

する。累積支払日までの間に

累積未払配当金の一部が複数

回にわたって支払われた場合

には、支払済累積未払配当金

のそれぞれにつき、控除金額

を計算し控除する。 

 控除金額＝支払済累積未払配

当金×（１＋0.098）ｐ＋（ｐ’

÷365） 

 なお、実際に支払済累積未払

配当金を支払った日（同日を

含む。）から累積支払日（同

日を含む。）までの日数を

「ｐ年とｐ’日」とする。 

 ５ Ａ種優先株主またはＡ種優先

登録株式質権者に対しては、

Ａ種優先配当金またはＡ種優

先中間配当金を超えて期末配

当または中間配当を行わな

い。 



 

－  － 
 

 

 

 

 

 

 

 

(8) ／ 2009/10/14 14:22 (2009/10/14 14:22) ／ wk_09607175_02_osxラックホールディングス様_臨時招集_参考書類_P.doc 

8

現 行 定 款 変 更 案 

（新設） （Ａ種優先株主への残余財産の分配） 

 第13条の３ 当会社は、残余財産の分配を

するときは、Ａ種優先株主ま

たはＡ種優先登録株式質権者

に対し、普通株主および普通

登録株式質権者に先立ち、Ａ

種優先株式１株につき、払込

金額、残余財産の分配に関す

る清算人の決定または清算人

会の決議の日の属する事業年

度において支払われるべき前

事業年度についてのＡ種優先

配当金額（清算人の決定また

は清算人会の決議の時点で支

払われていない場合）、当該

清算人の決定または清算人会

の決議の日を支払日と仮定し

て算出した累積未払配当金の

額、ならびに当該清算人の決

定または清算人会の決議の日

を当該事業年度の終了日と仮

定して算出した経過済日割配

当額の合計額に相当する金額

の金銭を支払う。 

 ２ 当会社は、Ａ種優先株主また

はＡ種優先登録株式質権者に

対し、前項に規定する支払の

ほか、残余財産の分配を行わ

ない。 

（新設） （金銭を対価とするＡ種優先株式の取得請

求権） 

 第13条の４ Ａ種優先株主は、いつでも、

法令の範囲内で、Ａ種優先株

式の全部または一部の取得を

請求することができる。 



 

－  － 
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現 行 定 款 変 更 案 

 ２ 当会社は、Ａ種優先株式１株

につき、取得請求の日におけ

る払込金額、当該事業年度に

おいて支払われるべき前事業

年度についてのＡ種優先配当

金額（取得請求の時点で支払

われていない場合）、取得請

求の日を支払日と仮定して算

出した累積未払配当金の額、

ならびに取得請求の日を当該

事業年度の終了日と仮定して

算出した経過済日割配当額の

合計額に相当する金額の金銭

を支払うものとする。なお、

法令の範囲を超えてＡ種優先

株主から取得請求があった場

合、取得すべきＡ種優先株式

は抽選その他の合理的な方法

により決定する。 

（新設） （普通株式を対価とするＡ種優先株式の取

得請求権） 

 第13条の５ Ａ種優先株主は、いつでも、

法令の範囲内で、かつ第６条

に従い当社株主総会で決議さ

れた募集する普通株式の上限

数を限度として、第２項ない

し第４項に定める条件で、当

会社がＡ種優先株式を取得す

るのと引換えに、当会社の普

通株式を交付することを請求

することができる。なお、Ａ

種優先株主に交付される普通

株式数の算出に際し１株未満

の端数が生じたときは、会社

法第167条第３項各号に掲げ

る場合の区分に応じ、当該各

号に定める額にその端数を乗

じて得た額に相当する金銭を

Ａ種優先株主に交付する。 



 

－  － 
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現 行 定 款 変 更 案 

 ２ 当会社は、次に定める条件に

より当会社の普通株式を交付

するものとする。 

 取得と引換えに交付すべき普

通株式数＝前条第２項で定め

るＡ種優先株式１株の取得と

引換えに交付する財産の額÷

次項で規定する交付価額 

 ３ 当初交付価額は244.9円と

し、交付価額は、2010年５月

15日以降の毎年５月15日およ

び11月15日（以下それぞれ

「交付価額修正日」とい

う。）に、交付価額修正日に

おける時価の90％に相当する

金額（以下「修正後交付価

額」という。）に修正される

ものとする。ただし、修正後

交付価額が当初交付価額の

65％（以下「下限交付価額」

という。）を下回るときは、

修正後交付価額は下限交付価

額とする。なお、交付価額

が、次項により調整された場

合には、下限交付価額につい

ても同様の調整を行うものと

する。上記「時価」とは、当

該交付価額修正日に先立つ45

取引日目に始まる30取引日の

当会社の普通株式が上場され

ている金融商品取引所におけ

る当会社の普通株式の普通取

引の毎日の終値（気配表示を

含む。）の平均値（終値のな

い日数を除く。）とし、その

計算は円位未満小数第２位ま

でを算出し、その小数第２位

を切り捨てる。 



 

－  － 
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現 行 定 款 変 更 案 

 ４ 交付価額の調整は次のとおり

とする。 

 (1) 当会社は、Ａ種優先株式の

発行後、次号に掲げる各事

由により普通株式数に変更

を生じる場合または変更を

生ずる可能性がある場合

は、次に定める算式（以下

「交付価額調整式」とい

う。）をもって交付価額

（前項に基づく修正後の交

付価額を含む。）を調整す

る。 

 調整後交付価額＝調整前交

付価額×（既発行普通株式

数＋交付普通株式数×１株

あたりの払込金額÷１株あ

たり時価）÷（既発行普通

株式数＋交付普通株式数） 



 

－  － 
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現 行 定 款 変 更 案 

 なお、交付価額調整式で使

用する「既発行普通株式

数」は、普通株主に次号

(a) ないし(d) の各取引に

係る基準日が定められてい

る場合はその日、また当該

基準日が定められていない

場合は、調整後の交付価額

を適用する日の１ヵ月前の

日における当会社の発行済

普通株式数から当該日にお

ける当会社の有する普通株

式数を控除したものとす

る。交付価額調整式で使用

する「交付普通株式数」

は、普通株式の株式分割が

行われる場合には、株式分

割により増加する普通株式

数（基準日における当会社

の有する普通株式に関して

増加した普通株式数を含ま

ない。）とし、普通株式の

併合が行われる場合には、

株式の併合により減少する

普通株式数（効力発生日に

おける当会社の有する普通

株式に関して減少した普通

株式数を含まない。）を負

の値で表示して使用するも

のとする。交付価額調整式

で使用する「１株あたりの

払込金額」は、次号(a) の

場合は当該払込金額（金銭

以外の財産を出資の目的と

する場合には適正な評価

額、無償割当ての場合は０

円とする。）、次号(b) お

よび(d) の場合は０円と

し、次号(c) の場合は次号

(e) で定める対価の額とす

る。 



 

－  － 
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現 行 定 款 変 更 案 

 (2) 交付価額調整式によりＡ種

優先株式の交付価額の調整

を行う場合およびその調整

後の交付価額の適用時期に

ついては、次に定めるとこ

ろによる。 

 (a) 次号(b) に定める時価を

下回る払込金額をもって

普通株式を交付する場合

（無償割当ての場合を含

む。）（ただし、当会社

が交付した取得条項付株

式、取得請求権付株式も

しくは取得条項付新株予

約権（新株予約権付社債

に付されたものを含む。

以 下 本 項 に お い て 同

じ。）の取得と引換えに

交付する場合または普通

株式の交付を請求できる

新株予約権（新株予約権

付社債に付されたものを

含む。以下本項において

同じ。）その他の証券も

しくは権利の転換、交換

または行使により交付す

る場合を除く。） 



 

－  － 
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現 行 定 款 変 更 案 

 調整後の交付価額は、払

込期日（募集に際して払

込期間が設けられたとき

は当該払込期間の最終日

とする。）または無償割

当ての効力発生日の翌日

以降これを適用する。た

だし、当会社の普通株主

に募集株式の割当てを受

ける権利を与えるためま

たは無償割当てのための

基準日がある場合は、そ

の日の翌日以降これを適

用する。 

 (b) 普通株式の株式分割をす

る場合、調整後の交付価

額は、普通株式の株式分

割のための基準日の翌日

以降これを適用する。 



 

－  － 
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現 行 定 款 変 更 案 

 (c) 取得請求権付株式、取得

条項付株式もしくは取得

条項付新株予約権であっ

て、その取得と引換えに

次号(b) に定める時価を

下回る対価（以下に定義

される。）をもって普通

株式を交付する定めがあ

るものを交付する場合

（無償割当ての場合を含

む。）、または次号(b) 

に定める時価を下回る対

価をもって普通株式の交

付を請求できる新株予約

権その他の証券もしくは

権利を交付する場合（無

償 割 当 て の 場 合 を 含

む。）、調整後の交付価

額は、交付される取得請

求権付株式、取得条項付

株式もしくは取得条項付

新株予約権、または新株

予約権その他の証券もし

くは権利（以下「取得請

求 権 付 株 式 等 」 と い

う。）の全てが当初の条

件で取得、転換、交換ま

たは行使され普通株式が

交付されたものとみなし

て交付価額調整式を準用

して算出するものとし、

交付される日または無償

割当ての効力発生日の翌

日以降これを適用する。

ただし、普通株主に取得

請求権付株式等の割当て

を受ける権利を与えるた

めまたは無償割当てのた

めの基準日がある場合

は、その日の翌日以降こ

れを適用する。 



 

－  － 
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現 行 定 款 変 更 案 

 上記にかかわらず、取

得、転換、交換または行

使に際して交付される普

通株式の対価が上記の時

点で確定していない場合

は、調整後の交付価額

は、当該対価の確定時点

で交付されている取得請

求権付株式等の全てが当

該対価の確定時点の条件

で取得、転換、交換また

は行使され普通株式が交

付されたものとみなして

交付価額調整式を準用し

て算出するものとし、当

該対価が確定した日の翌

日以降これを適用する。 

 (d) 普通株式の併合をする場

合、調整後の交付価額

は、株式の併合の効力発

生日以降これを適用す

る。 



 

－  － 
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現 行 定 款 変 更 案 

 (e) 本号(c) における対価と

は、取得請求権付株式等

の交付に際して払込みそ

の他の対価関係にある支

払がなされた額（時価を

下回る対価をもって普通

株式の交付を請求できる

新株予約権の場合には、

その行使に際して出資さ

れる財産の価額を加えた

額とする。）から、その

取得、転換、交換または

行使に際して取得請求権

付株式等の所持人に交付

される普通株式以外の財

産の価額を控除した金額

を、その取得、転換、交

換または行使に際して交

付される普通株式の数で

除した金額をいう。 

 (3) 交付価額調整式の計算およ

び使用する時価は次のとお

りとする。 

 (a) 交付価額調整式の計算に

ついては、円位未満小数

第２位まで算出し、その

小数第２位を切り捨て

る。 



 

－  － 
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現 行 定 款 変 更 案 

 (b) 交付価額調整式で使用す

る時価は、調整後の交付

価額を適用する日に先立

つ45取引日目に始まる30

取引日の当会社の普通株

式が上場されている金融

商品取引所における当会

社の普通株式の普通取引

の毎日の終値（気配表示

を含む。）の平均値（終

値のない日数を除く。円

位未満小数第２位まで算

出し、その小数第２位を

四捨五入する。）とす

る。 

 (4) 第２号に定める交付価額の

調整を必要とする場合以外

にも、次に掲げる場合に該

当すると当会社の取締役会

が合理的に判断するときに

は、当会社は、必要な交付

価額の調整を行う。 

 (a) 当会社を存続会社とする

合併、他の会社が行う吸

収分割による当該会社の

権利義務の全部または一

部の承継、または他の株

式会社が行う株式交換に

よる当該株式会社の発行

済株式の全部の取得のた

めに交付価額の調整を必

要とするとき。 

 (b) 交付価額を調整すべき事

由が２つ以上相接して発

生し、一方の事由に基づ

く調整後の交付価額の算

出にあたり使用すべき時

価につき、他方の事由に

よる影響を考慮する必要

があるとき。 



 

－  － 
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現 行 定 款 変 更 案 

 (c) その他当会社の発行済普

通株式の株式数の変更ま

たは変更の可能性の生じ

る事由の発生により交付

価額の調整を必要とする

とき。 

 (5) 交付価額調整式により算出

された調整後交付価額と調

整前交付価額との差額が１

円未満の場合は、交付価額

の調整は行わないものとす

る。ただし、本号により不

要とされた調整は繰り越さ

れて、その後の調整の計算

において斟酌される。 

 (6) 第１号ないし前号により交

付価額の調整を行うとき

は、当会社は、あらかじめ

書面によりその旨ならびに

その事由、調整前の交付価

額、調整後の交付価額およ

びその適用の日その他必要

な事項を株主名簿に記載さ

れたＡ種優先株主に通知す

る。ただし、その適用の日

の前日までに前記の通知を

行うことができないとき

は、適用の日以降速やかに

これを行う。 

（新設） （金銭を対価とするＡ種優先株式の取得条

項） 

 第13条の６ 当会社は、いつでも、法令の

範囲内で、Ａ種優先株式の全

部または一部を取得すること

ができる。 



 

－  － 
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現 行 定 款 変 更 案 

 ２ 当会社は、Ａ種優先株式１株

につき、取得の日における払

込金額、当該事業年度におい

て支払われるべき前事業年度

についてのＡ種優先配当金額

（取得の時点で支払われてい

ない場合）、取得日を支払日

と仮定して算出した累積未払

配当金の額、ならびに取得の

日を当該事業年度の終了日と

仮定して算出した経過済日割

配当額の合計額に相当する金

額の金銭を支払うものとす

る。 

 ３ 当会社は、Ａ種優先株式の一

部を取得する場合、抽選その

他の合理的な方法により当該

一部を決定する。 

（新設） （Ａ種優先株主の議決権） 

 第13条の７ Ａ種優先株主は、当会社の株

主総会において議決権を有し

ない。 

（新設） （種類株主総会における議決権） 

 第13条の８ Ａ種優先株式については、会

社法第322条第１項第１号に

定める場合を除き、同項各号

に定める種類株主総会の決議

を要しない。 

（新設） （Ａ種優先株式の譲渡制限） 

 第13条の９ Ａ種優先株式を譲渡により取

得するには、当会社の取締役

会の承認を受けなければなら

ない。 

（新設） （株式の併合または分割、新株引受権等の

有無） 

 第13条の10 当会社は、法令に別段の定め

がある場合を除き、Ａ種優先

株式について株式の併合また

は分割を行わない。 



 

－  － 
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現 行 定 款 変 更 案 

 ２ 当会社は、Ａ種優先株主に対

し、募集株式の割当てを受け

る権利または募集新株予約権

の割当てを受ける権利を与え

ず、また株式無償割当てまた

は新株予約権無償割当てを行

わない。 

（新設） （Ａ種優先配当金およびＡ種優先中間配当

金の除斥期間） 

 第13条の11 第51条の規定は、Ａ種優先配

当金およびＡ種優先中間配当

金について準用する。 

  

第３章 株主総会 第３章 株主総会 

（新設） （種類株主総会） 

 第19条の２ 第15条ないし第17条および第

19条の規定は、種類株主総会

に準用する。 

 ２ 第13条第１項の規定は、定時

株主総会において決議する事

項が、当該決議のほか、種類

株主総会の決議を必要とする

場合における当該種類株主総

会に準用する。 

 ３ 第18条第１項の規定は、会社

法第324条第１項の規定によ

るべき種類株主総会の決議に

準用する。 

 ４ 第18条第２項の規定は、会社

法第324条第２項に定める種

類株主総会の決議に準用す

る。 

 



 

－  － 
 

 

 

 

 

 

 

 

(22) ／ 2009/10/14 14:22 (2009/10/14 14:22) ／ wk_09607175_02_osxラックホールディングス様_臨時招集_参考書類_P.doc 

22

第２号議案 募集株式発行の件 

 前記第１号議案が承認されることを前提に、定款第６条の定めに従い、本優先

株式の募集株式の発行可能数の上限を10株とするとともに、会社法第199条第２

項に基づき、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行、株式会社日本政策投資銀行および株

式会社ソリューションデザインが出資するメザニン・ソリューション１号投資事

業有限責任組合（以下「割当先」という。）に対し、下記「２．本優先株式発行

要項」に記載の要領で、第三者割当の方法により本優先株式を発行することにつ

き、ご承認をお願いするものであります。 

 

１．募集株式発行の理由 

 当社は、前事業年度において実施したディーラー事業の買収資金の調達にあ

たり、財務の健全性に考慮して金融機関からの長期借入のほか、当初より優先

株式の発行も含めたエクイティ・ファイナンスも検討しましたが、限られた時

間のなかで充分な買収資金を確実に確保することを最優先させ、当面、金融機

関からの長期借入れを選択しました。その後、金融危機の影響により金融市場

の混乱が続いておりましたが、昨今、回復基調となってまいりました。 

 かかる金融情勢を受け、当社は既存事業の拡張、新規事業への投資、M＆Aな

ど成長戦略を推進していく上で、負債と自己資本とのバランスをより健全化さ

せるために、金融機関からの長期借入の一部返済による負債の削減や自己資本

の増強による財務基盤の強化を図るとともに、長期にわたる安定的かつ機動的

な運転資金を確保し、当社グループとしての積極的な事業推進および展開を迅

速かつ効率的に行うため、本優先株式の発行による資金調達が必要と判断いた

しました。 

 なお、本優先株式の払込金額その他の発行条件につきましては、当社の置か

れた事業環境、当社の財務状況および業績予測、ならびに金融・資本市場の状

況等を総合的に考慮の上決定したものであり、割当先との間で締結した本優先

株式の発行および引受けに関する契約において定められた本優先株式の取得請

求権行使の制限、その他普通株式の希薄化抑制措置等の諸条件を併せ考慮する

と、本優先株式の発行条件は合理的なものであると考えていますが、優先株式

の評価に関しては様々な考え方があり得ることから、会社法上、本優先株式の

払込金額が割当先に特に有利な金額であるとされる可能性も完全に否定するこ

とはできないため、株主総会での特別決議による承認を得ることを条件として

本優先株式を発行することとしたものであります。 



 

－  － 
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２．本優先株式発行要項 

(1) 募集株式の種類 

ラックホールディングス株式会社第１回Ａ種優先株式 

(2) 募集株式の数 

10株 

(3) 払込金額 

１株当たり200,000,000円（以下「払込金額」という。） 

(4) 払込金額の総額 

2,000,000,000円 

(5) 増加する資本金の額 

１株当たり100,000,000円 

(6) 増加する資本金の額の総額 

1,000,000,000円 

(7) 増加する資本準備金の額の総額 

1,000,000,000円 

(8) 払込期日 

平成21年11月30日（以下「払込期日」という。） 

(9) 募集の方法 

 第三者割当の方法により、メザニン・ソリューション１号投資事業有限責

任組合に10株を割り当てる。 

(10) 優先配当金 

① 優先配当金 

 当社は、剰余金の配当を行うときは、各事業年度末日の最終の株主名簿

に記載または記録された本優先株式を有する株主（以下「本優先株主」と

いう。）または本優先株式の登録株式質権者（以下「本優先登録株式質権

者」という。）に対し、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載または記

録された普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）または普通

株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、

本優先株式１株につき下記②に定める額の配当金（以下「優先配当金」と

いう。）を支払う。但し、当該事業年度において下記③に定める優先中間

配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。 



 

－  － 
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② 優先配当金の額 

 ある事業年度についての優先配当金の額は、払込金額に9.80％を乗じて

算出した金額（以下「優先配当金額」という。）とする。 

 但し、１年に満たない事業年度については、優先配当金額は、払込金額

に9.80％を乗じて算出した額を、当該事業年度の日数で日割り計算した額

（１年を365日と仮定して計算し、円位未満を切り捨てる。）（以下、当

該１年に満たない事業年度終了日現在における日割配当額を「経過済日割

配当額」という。）とする。なお、払込期日を含む事業年度については、

優先配当金額は、払込金額に9.80％を乗じて算出した額を、払込期日から

当該事業年度終了日までの日数で日割り計算した額（１年を365日と仮定

して計算し、円位未満を切り捨てる。）とする。 

③ 優先中間配当金 

 当社は、会社法第454条第５項に基づく剰余金の配当（以下「中間配

当」という。）を行うときは、当年９月末日の最終の株主名簿に記載また

は記録された本優先株主または本優先登録株式質権者に対し、当年９月末

日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株主または普通登録株式

質権者に先立ち、上記②に定める優先配当金額の２分の１を限度として、

取締役会の決議で定める金額の優先中間配当金（以下「優先中間配当金」

という。）を支払うものとする。 

④ 累積条項 

 ある事業年度における剰余金の配当として本優先株主または本優先登録

株式質権者に対して支払う１株当たりの剰余金の配当（中間配当を含

む。）の額が上記②に定める優先配当金額に達しないときは、その不足額

（以下「未払配当金」という。）は翌事業年度以降に累積し、当該事業年

度の翌事業年度の初日（以下「累積基準日」という。）（同日を含む。）

以降、実際に累積した不足額（以下「累積未払配当金」という。）の全部

が支払われた日（以下「累積支払日」という。）（同日を含む。）まで、

下記に従って、年率9.80％の利率で１年毎の複利計算により計算する。な

お、累積未払配当金については、当該翌事業年度以降、優先配当金、優先

中間配当金ならびに普通株主および普通登録株式質権者に対する剰余金の

配当に先立ち、本優先株主または本優先登録株式質権者に対して配当する。 



 

－  － 
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＜累積未払配当金＞ 

 

累積未払配当金＝未払配当金×（１＋0.098）ｍ＋（ｍ’÷365） 

 

なお、累積基準日（同日を含む。）から累積支払日（同日を含む。）

までの日数を「ｍ年とｍ’日」とする。但し、累積支払日までの間に

累積未払配当金の一部が支払われた場合（以下、累積支払日までの間

に支払われた累積未払配当金を「支払済累積未払配当金」という。）

には、次の算式に従って計算される金額を累積未払配当金から控除す

る。累積支払日までの間に累積未払配当金の一部が複数回にわたって

支払われた場合には、支払済累積未払配当金のそれぞれにつき、控除

金額を計算し控除する。 

 

控除金額＝支払済累積未払配当金×（１＋0.098）ｐ＋（ｐ’÷365） 

 

なお、実際に支払済累積未払配当金を支払った日（同日を含む。）か

ら累積支払日（同日を含む。）までの日数を「ｐ年とｐ’日」とする。 

⑤ 非参加条項 

 本優先株主または本優先登録株式質権者に対しては、優先配当金または

優先中間配当金を超えて剰余金の配当または中間配当を行わない。 

(11) 残余財産の分配 

 当社は、残余財産の分配をするときは、本優先株主または本優先登録株式

質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、本優先株式１

株につき、払込金額、残余財産の分配に関する清算人の決定または清算人会

の決議の日の属する事業年度において支払われるべき前事業年度についての

優先配当金額（清算人の決定または清算人会の決議の時点で支払われていな

い場合）、当該清算人の決定または清算人会の決議の日を支払日と仮定して

算出した累積未払配当金の額、ならびに当該清算人の決定または清算人会の

決議の日を当該事業年度の終了日と仮定して算出した経過済日割配当額の合

計額に相当する金額の金銭を支払う。 

 当社は、本優先株主または本優先登録株式質権者に対し、上記に規定する

支払のほか、残余財産の分配を行わない。 



 

－  － 
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(12) 金銭を対価とする取得請求権 

① 請求期間 

 本優先株主は、いつでも、法令の範囲内で、本優先株式の全部または一

部の取得を請求することができる。 

② 優先株式１株の取得と引換えに交付する財産の内容および額 

 当社は、本優先株式１株につき、取得請求の日における払込金額、当該

事業年度において支払われるべき前事業年度についての優先配当金額（取

得請求の時点で支払われていない場合）、取得請求の日を支払日と仮定し

て算出した累積未払配当金の額、ならびに取得請求の日を当該事業年度の

終了日と仮定して算出した経過済日割配当額の合計額に相当する金額の金

銭を支払うものとする。なお、法令の範囲を超えて本優先株主から取得請

求があった場合、取得すべき本優先株式は抽選その他の合理的な方法によ

り決定する。 

(13) 普通株式を対価とする取得請求権 

① 請求期間 

 本優先株主は、いつでも、法令の範囲内で、かつ当社定款第６条に従い

当社株主総会で決議された募集する普通株式の上限数を限度として、下記

②ないし④に定める条件で、当社が本優先株式を取得するのと引換えに、

当社の普通株式を交付することを請求することができる。なお、本優先株

主に交付される普通株式数の算出に際し１株未満の端数が生じたときは、

会社法第167条第３項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める

額にその端数を乗じて得た額に相当する金銭を本優先株主に交付する。 

② 本優先株式１株の取得と引換えに交付すべき普通株式数 

 当社は、次に定める条件により当社の普通株式を交付するものとする。 

取得と引換えに交付すべき普通株式数＝ 

上記(12) ②で定める本優先株式１株の取得と引換えに交付する財

産の額÷交付価額 

③ 交付価額 

 当初交付価額は244.9円とし、交付価額は、2010年５月15日以降の毎年

５月15日および11月15日（以下それぞれ「交付価額修正日」という。）に、

交付価額修正日における時価の90％に相当する金額（以下「修正後交付価

額」という。）に修正されるものとする。但し、修正後交付価額が当初交



 

－  － 
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付価額の65％（以下「下限交付価額」という。）を下回るときは、修正後

交付価額は下限交付価額とする。なお、交付価額が、下記④により調整さ

れた場合には、下限交付価額についても同様の調整を行うものとする。上

記「時価」とは、当該交付価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引

日の当社の普通株式が上場されている金融商品取引所における当社の普通

株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない

日数を除く。）とし、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小

数第２位を切り捨てる。 

④ 交付価額の調整 

(a) 当社は、本優先株式の発行後、下記(b) に掲げる各事由により普通株

式数に変更を生じる場合または変更を生ずる可能性がある場合は、次に

定める算式（以下「交付価額調整式」という。）をもって交付価額（上

記③に基づく修正後の交付価額を含む。）を調整する。 

 

     
交付普通
株 式 数 ×

１株あたり
の払込金額

 

既発行普通
株 式 数

＋
１株あたり時価 

 

調 整 後
交付価額

＝ 
調 整 前
交付価額

×
既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数 

 

 なお、交付価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株主

に下記(b) (ⅰ) ないし(ⅳ) の各取引に係る基準日が定められている場

合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の交付

価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から

当該日における当社の有する普通株式数を控除したものとする。交付価

額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式の株式分割が行わ

れる場合には、株式分割により増加する普通株式数（基準日における当

社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。）とし、

普通株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減少する普通株

式数（効力発生日における当社の有する普通株式に関して減少した普通

株式数を含まない。）を負の値で表示して使用するものとする。交付価

額調整式で使用する「１株あたりの払込金額」は、下記(b) (ⅰ) の場

合は当該払込金額（金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な



 

－  － 
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評価額、無償割当ての場合は０円とする。）、下記(b) (ⅱ) および

(ⅳ) の場合は０円とし、下記(b) (ⅲ) の場合は下記(b) (ⅴ) で定め

る対価の額とする。 

(b) 交付価額調整式により本優先株式の交付価額の調整を行う場合および

その調整後の交付価額の適用時期については、次に定めるところによる。 

(ⅰ) 下記(c) (ⅱ) に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式

を交付する場合（無償割当ての場合を含む。）（但し、当社が交

付した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新

株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本④に

おいて同じ。）の取得と引換えに交付する場合または普通株式の

交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む。以下本(4) において同じ。）その他の証券もしくは権利

の転換、交換または行使により交付する場合を除く。） 

 調整後の交付価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設け

られたときは当該払込期間の最終日とする。）または無償割当て

の効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当社の普通株主

に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためまたは無償割当て

のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 

(ⅱ) 普通株式の株式分割をする場合 

 調整後の交付価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌

日以降これを適用する。 

(ⅲ) 取得請求権付株式、取得条項付株式もしくは取得条項付新株予

約権であって、その取得と引換えに下記(c) (ⅱ) に定める時価を

下回る対価（以下に定義される。）をもって普通株式を交付する

定めがあるものを交付する場合（無償割当ての場合を含む。）、

または下記(c) (ⅱ) に定める時価を下回る対価をもって普通株式

の交付を請求できる新株予約権その他の証券もしくは権利を交付

する場合（無償割当ての場合を含む。） 

 調整後の交付価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項

付株式もしくは取得条項付新株予約権、または新株予約権その他

の証券もしくは権利（以下「取得請求権付株式等」という。）の

全てが当初の条件で取得、転換、交換または行使され普通株式が
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交付されたものとみなして交付価額調整式を準用して算出するも

のとし、交付される日または無償割当ての効力発生日の翌日以降

これを適用する。但し、普通株主に取得請求権付株式等の割当て

を受ける権利を与えるためまたは無償割当てのための基準日があ

る場合は、その日の翌日以降これを適用する。 

 上記にかかわらず、取得、転換、交換または行使に際して交付

される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調

整後の交付価額は、当該対価の確定時点で交付されている取得請

求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で取得、転換、

交換または行使され普通株式が交付されたものとみなして交付価

額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の

翌日以降これを適用する。 

(ⅳ) 普通株式の併合をする場合 

 調整後の交付価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用

する。 

(ⅴ) 上記(ⅲ) における対価とは、取得請求権付株式等の交付に際し

て払込みその他の対価関係にある支払がなされた額（時価を下回

る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合に

は、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とす

る。）から、その取得、転換、交換または行使に際して取得請求

権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控

除した金額を、その取得、転換、交換または行使に際して交付さ

れる普通株式の数で除した金額をいう。 

(c) (ⅰ) 交付価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算

出し、その小数第２位を切り捨てる。 

(ⅱ) 交付価額調整式で使用する時価は、調整後の交付価額を適用す

る日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の当社の普通株式が上

場されている金融商品取引所における普通株式の普通取引の毎日

の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。

円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入す

る。）とする。 



 

－  － 
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(d) 上記(b) に定める交付価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲

げる場合に該当すると当社の取締役会が合理的に判断するときには、当

社は、必要な交付価額の調整を行う。 

(ⅰ) 当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当

該会社の権利義務の全部または一部の承継、または他の株式会社

が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得の

ために交付価額の調整を必要とするとき。 

(ⅱ) 交付価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の

事由に基づく調整後の交付価額の算出にあたり使用すべき時価に

つき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

(ⅲ) その他当社の発行済普通株式の株式数の変更または変更の可能

性の生じる事由の発生により交付価額の調整を必要とするとき。 

(e) 交付価額調整式により算出された調整後交付価額と調整前交付価額と

の差額が１円未満の場合は、交付価額の調整は行わないものとする。但

し、本(e) により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計

算において斟酌される。 

(f) 上記(a) ないし(e) により交付価額の調整を行うときは、当社は、あ

らかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整前の交付価額、調整

後の交付価額およびその適用の日その他必要な事項を株主名簿に記載さ

れた本優先株主に通知する。但し、その適用の日の前日までに前記の通

知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。 

(14) 取得条項 

① 取得事由 

 当社は、いつでも、法令の範囲内で、本優先株式の全部または一部を取

得することができる。 

② 優先株式１株の取得と引換えに交付する財産の内容および額 

 当社は、本優先株式１株につき、取得の日における払込金額、当該事業

年度において支払われるべき前事業年度についての優先配当金額（取得の

時点で支払われていない場合）、取得日を支払日と仮定して算出した累積

未払配当金の額、ならびに取得の日を当該事業年度の終了日と仮定して算

出した経過済日割配当額の合計額に相当する金額の金銭を支払うものとす

る。 
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③ 取得する優先株式の一部の決定方法 

 当社は、本優先株式の一部を取得する場合、抽選その他の合理的な方法

により当該一部を決定する。 

(15) 議決権 

 本優先株主は、当社の株主総会において議決権を有しない。 

(16) 種類株主総会における議決権 

 本優先株式については、会社法第322条第１項第１号に定める場合を除き、

同項各号に定める種類株主総会の決議を要しない。 

(17) 譲渡制限 

 本優先株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなけ

ればならない。 

(18) 株式の併合または分割、新株引受権等の有無 

 当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、本優先株式について株式の

併合または分割を行わない。 

 当社は、本優先株主に対し、募集株式の割当てを受ける権利または募集新

株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式無償割当てまたは新株予

約権無償割当てを行わない。 

(19) その他 

① 本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となるときは、法令および

本要項の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、必要な措置

を講ずることができる。 

② 上記のほか、本優先株式の発行に関して必要な事項の決定は当社の代表

取締役に一任する。 

③ 本優先株式の発行は、平成21年11月12日開催予定の当社臨時株主総会に

おいて、本優先株式の発行に必要な定款変更その他本優先株式の発行に必

要な議案が承認されること、本優先株式の割当先であるメザニン・ソ

リューション１号投資事業有限責任組合との間で本優先株式の発行および

割当先による引受けに関する引受契約が締結されること、同引受契約に規

定される本優先株式の発行および払込みに係る前提条件が充足されること、

その他法令に基づき必要な手続が完了していることを条件とする。 

 



 

－  － 
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第３号議案 資本金の額および資本準備金の額の減少（その他資本剰余金の増

加）の件 

１．資本金の額および資本準備金の額の減少の理由 

 前記第１号議案ないし第２号議案が承認されることを前提に、本優先株式の

発行の効力が発生することを条件として、柔軟な資本政策運営を実現すること

を目的として、本優先株式の発行により増加する資本金の額および資本準備金

の額に相当する資本金の額および資本準備金の額を減少し、分配可能額を構成

するその他資本剰余金へ振り替えるものであります。 

 

２．資本金の額および資本準備金の額の減少の内容 

(1) 減少すべき資本金の額 

 会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額2,000,000,000円のうち、

1,000,000,000円を減少させ、1,000,000,000円といたします。 

 なお、資本金の額の減少前の上記資本金の額2,000,000,000円は、平成21

年10月28日現在の資本金の額に、本優先株式の発行後増加予定の増加資本金

の額を加えた額となっております。 

(2) 減少すべき資本準備金の額 

 会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額1,250,000,000円の

うち、1,000,000,000円を減少させ、250,000,000円といたします。 

 なお、資本準備金の額の減少前の上記資本準備金の額1,250,000,000円は、

平成21年10月28日現在の資本準備金の額に、本優先株式の発行後増加予定の

増加資本準備金の額を加えた額となっております。 

(3) 資本金の額および資本準備金の額の減少の方法 

 発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額および資本準備金の額のみを

減少いたします。減少する資本金の額および資本準備金の額は、その全額を

その他資本剰余金に振り替えることといたします。 

(4) 資本金の額および資本準備金の額の減少の効力発生日 

 平成21年12月１日 

(5) その他の必要事項につきましては、取締役会にご一任願いたいと存じます。 

以 上 
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臨時株主総会会場ご案内図 
 

 

会   場：東京都中央区日本橋箱崎町16番９号 Ａ＆Ｉ箱崎ビル 

ラックホールディングス株式会社 箱崎オフィス 

４階会議室 
 

 

 

会場最寄駅：東京メトロ日比谷線・東西線「茅場町駅」４ｂ番出口より 

徒歩８分 

東京メトロ半蔵門線「水天宮前駅」２番出口より徒歩４分 

 

駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮ください

ますようお願い申しあげます。 




